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(57)【要約】
【課題】軽量化を達成でき、且つ安価に製作できる簡単
な構成としながらも、入射音波の広範な周波数領域に対
し十分な遮音効果を得ることができる遮音構造体を提供
する。
【解決手段】可撓性を有する薄いフィルム状素材により
密閉袋状に形成された遮音部材１と、多数の開口を有し
且つ所定の内部体積を有する偏平な箱状に形成されて遮
音部材１が内包された保形枠体２と、遮音部材１の内部
に封入された気体４の圧力をほぼゼロから遮音部材１の
一部が保形枠体２の各開口内に膨出する圧力までの範囲
で可変するよう制御する圧力制御ユニット７とを備えて
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する薄いフィルム状素材により密閉袋状に形成された遮音部材と、
　多数の開口を有し且つ所定の内部体積を有する偏平な箱状に形成されて前記遮音部材が
内包された保形枠体と、
　前記遮音部材の内部に封入された気体の圧力をほぼゼロから前記遮音部材の一部が前記
保形枠体の各開口内に膨出する圧力までの範囲で可変するよう制御する圧力制御ユニット
とを備えたことを特徴とする遮音構造体。
【請求項２】
　請求項１において、
　格子状の一対の枠部材の間に前記保形枠体を挟み込んで支持する支持枠体を備え、
　前記支持枠体の格子形状の開口部を形作る桟部が、前記保形枠体の開口形成面に対し直
交方向に延びる形状に形成されて、前記桟部の先端面が前記保形枠体の開口形成面に当接
されていることを特徴とする遮音構造体。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記圧力制御ユニットが、逆止弁を介在して前記遮音部材の内部に連通するように接続
された気体供給用ポンプと、前記遮音部材の内部に連通するように接続された排気弁およ
び圧力計と、操作盤からの指令信号と前記圧力計からの圧力検知信号が入力されて前記気
体供給用ポンプの駆動と前記排気弁の開閉とを制御するコントローラとを備えて構成され
ていることを特徴とする遮音構造体。
【請求項４】
　可撓性を有する薄い素材により密閉袋状に形成され、内部に気体が所定圧力に封入され
た遮音部材と、
　多数の開口を有し且つ所定の内部体積を有する偏平な箱状に形成されて前記遮音部材が
内包された保形枠体とを備えたことを特徴とする遮音構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅の仕切り壁、窓口、遮音壁体、遮音扉または航空機や車両の遮音胴体な
どの用途に用いることができる遮音構造体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来では、遮音構造体として、遮音材として機能する鋼板の内側に吸音材を貼着したも
のや、２枚の鋼板の間に吸音材や水を充填したものが一般的に用いられており、いずれの
遮音構造体も全体として平板状の外観になっている。この平板状の遮音構造体の遮音性能
は、一般に、その平板の一次固有振動数以下の周波数領域において、自体の剛性に対応し
て遮音効果が律則される剛性則と称される法則に依存するとともに、一次固有振動数以上
の周波数領域において、　遮音構造体の質量に対応して遮音効果が律則される質量則に依
存する。ここで、一般的な遮音構造体では、その一次固有振動数が数十Ｈｚ以下であるた
め、大部分の可聴音周波数領域において、遮音効果が質量則に依存する。この質量則によ
ると、遮音構造体の面密度（単位面積当たりの質量）が大きいほど遮音構造体が振動し難
いことから、遮音構造体に対する入射音波の透過損失が大きくなって遮音効果が高くなる
。ところが、遮音構造体の面密度を大きくするためには、遮音構造体の厚みを大きく設定
する必要があり、厚みが大きくなるのに伴って重量が増大し、遮音構造体を取り付け又は
取り外すなどの取扱いが困難となる。
【０００３】
　上述した問題の解消を図るものとして、軽量化を図りながらも従来の平板状の遮音構造
体よりも優れた遮音効果が得られる遮音構造体が提案されている（例えば、特許文献１参
照）。この遮音構造体は、半球状の内部に空気を封入した気泡体が可撓性シートの片面に
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多数形成されてなる遮音シートを、気泡体を内側とした配置で渦巻き状に巻回して円柱形
状としたシートロールを複数備え、これらシートロールを、一面が開口し、且つ他面が格
子形状となった保持枠の内部に並べて収容し、格子状の押え枠を、前記各シートロールに
圧縮力を付与しながら保持枠の他面に固定した構成になっている。この遮音構造体では、
遮音シートを透過して各気泡体の内部にそれぞれ入射した音波が、気泡体の内面で多重反
射して減衰するとともに互いに干渉することで音響エネルギが低減され、また、遮音シー
ト自体を振動させる音響エネルギに変換されて、各気泡体が互いに密着していることから
振動が減衰するとともに、互いに干渉して打ち消され、さらに、遮音シートの互いに隣接
する部分の間でも入射音波が多重反射して減衰し、互いに干渉して音響エネルギが低減さ
れるように機能する。このように、この遮音構造体は、空気を封入した気泡体を多数有す
るシートロールにより遮音効果を得るようになっているので、軽量化と所要の遮音効果と
を得られるように図ったものになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１３８５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の遮音構造体は、空気が封入された小さな気泡体を多数
有するシートロールを、保持枠と押え枠との間で各気泡体間に隙間が殆ど無くなる状態に
まで圧力を付与して収納する構成となっているから、構成が比較的複雑であり、それに伴
って製造コストが高くつく。また、保持枠と押え枠は、複数のシートロールを変形させて
各気泡体が互いに密着状態となる圧力を付与するように合体させるものであるので、剛性
の高い素材（特許文献１では鉄）で形成する必要があり、剛性の高い素材は一般に重量も
大きいことから、この遮音構造体は、既存のものに比較して格段の軽量化を達成できるも
のではない。さらに、この遮音構造体は、入射音波を各気泡体の内部で散乱させるのに加
えて、入射音波により発生する各気泡体の振動が互いに干渉して打ち消しあうようになっ
ているが、振動を完全に打ち消すことは困難であり、残存する振動によって遮音構造体の
透過側の空気粒子が振動して音波を放射してしまう。特許文献１に図示された測定結果の
グラフによると、この遮音構造体により十分な遮音効果が得られるのは、入射音波の周波
数が６３Ｈｚ以下の周波数領域だけである。また、この遮音構造体では、必要に応じて遮
音状態と遮音解除状態とに切り換えたり、入射音波の遮音すべき周波数領域を調整したり
することもできない。
【０００６】
　本発明は、格段の軽量化を達成でき、且つ安価に製作できる簡単な構成としながらも、
入射音波の広範な周波数領域に対して優れた遮音効果を得ることができる遮音構造体を提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１に係る発明の遮音構造体は、可撓性を有する薄い
フィルム状素材により密閉袋状に形成された遮音部材と、多数の開口を有し且つ所定の内
部体積を有する偏平な箱状に形成されて前記遮音部材が内包された保形枠体と、前記遮音
部材の内部に封入された気体の圧力をほぼゼロから前記遮音部材の一部が前記保形枠体の
各開口内に膨出する圧力までの範囲で可変するよう制御する圧力制御ユニットとを備えた
ことを特徴としている。
【０００８】
　請求項２に係る発明の遮音構造体は、請求項１に係る発明において、格子状の一対の枠
部材の間に前記保形枠体を挟み込んで支持する支持枠体を備え、前記支持枠体の格子形状
の開口部を形作る桟部が、前記保形枠体の開口形成面に対し直交方向に延びる形状に形成
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されて、前記桟部の先端面が前記保形枠体の開口形成面に当接されていることを特徴とし
ている。
【０００９】
　請求項３に係る発明の遮音構造体は、請求項１または請求項２に係る発明において、前
記圧力制御ユニットが、逆止弁を介在して前記遮音部材の内部に連通するように接続され
た気体供給用ポンプと、前記遮音部材の内部に連通するように接続された排気弁および圧
力計と、操作盤からの指令信号と前記圧力計からの圧力検知信号が入力されて前記気体供
給用ポンプの駆動と前記排気弁の開閉とを制御するコントローラとを備えて構成されてい
ることを特徴としている。
【００１０】
　請求項４に係る発明の遮音構造体は、可撓性を有する薄い素材により密閉袋状に形成さ
れ、内部に気体が所定圧力に封入された遮音部材と、多数の開口を有し且つ所定の内部体
積を有する偏平な箱状に形成されて前記遮音部材が内包された保形枠体とを備えているこ
とを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に係る遮音構造体によれば、圧力制御ユニットにより遮音部材に気体を高い圧
力になるまで供給すると、可撓性を有する薄い素材で形成された遮音部材が、膨張して保
形枠体に強く押し付けられて、保形枠体の各開口に対向する部分がそれぞれ開口の内部に
まで入り込む状態で保形枠体に張り付き状態となって大きな張力が付与される。その結果
、遮音部材は、保形枠体の各開口部で仕切られた小さな矩形状の膜状体の集合と見做すこ
とができるので、この小さな膜状体の共振周波数は非常に高いものとなる。大きな張力が
付与される結果、遮音部材は、入射音波に対する剛性が格段に増大するので、剛性則によ
って極めて振動し難い状態となり、入射音波が殆ど透過しない状態にまで透過損失が高ま
り、優れた遮音効果が得られる。また、保形枠体の共振周波数に相当する音波が入射した
場合には、その共振周波数による透過損失が若干落ち込むが、保形枠体の減衰も大きいこ
とから、透過損失の大きな落ち込みは生じない。また、この遮音構造体は、可撓性を有す
る薄い素材で密閉袋体に形成した遮音部材を保形枠体に内包した簡単な構成になっている
ので、格段に構成が簡素化されているのに伴って安価に製造できる。また、圧力制御ユニ
ットにより遮音部材の内圧をゼロにすれば、遮音部材は、保形部材への押し付けが解除さ
れて、張力が無くなるのに伴って剛性も殆ど無くなり、剛性による遮音効果も殆ど無くな
る。また、遮音部材は、質量も非常に小さいことから質量則による遮音効果も無く、入射
音波の殆どを透過させることができる。このように遮音状態と遮音解除状態とに任意に切
り換えることができる。
【００１２】
　請求項２に係る遮音構造体によれば、支持枠体の両枠部材の桟部が保形枠体の開口形成
面に対し直交方向に延びる形状を有しており、その桟部の先端面が保形枠体に押し付けら
れるので、桟部を軽量な素材で薄い厚みに形成しても、保形部材を確実に保持できる高い
曲げ剛性を有したものとなる。また、この支持枠体は、桟部を薄い厚みに形成できるのに
伴って桟部によって格子状が形作られる各開口部を大きな開口面積を有する形状とするこ
とができるので、保持枠体の桟部を軽量な素材で薄い厚みに形成して開口面積の大きな開
口部を有する格子形状とすることができることから、格段に軽量なものになるとともに、
開口面積の大きな開口部を通じて音波を効率的に入射させることができる。
【００１３】
　請求項３に係る遮音構造体によれば、操作盤を手動操作するだけで、ボンプの作動によ
り遮音部材に空気などの気体を封入した遮音状態と、遮音部材内の気体を大気に放出した
遮音解除状態とに自動的に、且つ迅速に切り換えることができる。
【００１４】
　請求項４に係る遮音構造体によれば、遮音量を可変調節することはできないが、安価に
製造できる簡単な構造でありながら、遮音部材が所定の内圧に設定されて所要の剛性を有
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しているので、十分な遮音効果を得ることができる。この遮音構造体は、例えば、２枚の
板材が間隔を存して対面配置されてなる既存の壁面構造に対し、両板材の間に挟み込むよ
うに挿入して配置すれば、軽量でありながらも大きな遮音性能を有する壁面構造を実現す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る遮音構造体を示す正面図である。
【図２】同上の遮音構造体の縦断面図である。
【図３】（ａ），（ｂ）は同上の遮音構造体の遮音状態および遮音解除状態をそれぞれ示
す一部の拡大縦断面図である。
【図４】同上の遮音構造体の遮音部材の内圧を変えたときの入射音波の周波数と挿入損失
との関係を示す特性図である。
【図５】図４の特性を入射音波の周波数と透過損失との関係に変換した特性図である。
【図６】（ａ），（ｂ）は本発明の第２実施形態に係る遮音構造体を示す正面図および縦
断面図である。
【図７】一般的な遮音構造体における入射音波と透過損失の関係を示す特性図である。
【図８】本発明の第３実施形態に係る遮音構造体を示す一部の縦断面図である。
【図９】（ａ），（ｂ）はそれぞれ本発明の第４実施形態および第５実施形態に係る遮音
構造体を示す要部の縦断面図であり、（ｃ），（ｄ）は（ａ）および（ｂ）の遮音構造体
をそれぞれ用いて構成した遮音胴体を示す要部の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら詳述する。図１および図
２は、本発明の第１実施形態に係る遮音構造体を示す正面図および縦断面図である。この
遮音構造体は、図２に示すように、可撓性を有する薄いフィルム状素材により矩形の平板
状の密閉袋体に形成された遮音部材１と、この遮音部材１の周縁部を両側から挟み込んで
遮音部材１を内包する保形枠体２と、この保形枠体２を両側から挟み込んで支持する支持
枠体３と、遮音部材１の内部に封入される気体４を任意の圧力に可変調節するよう制御す
る圧力制御ユニット７とを備えて構成されている。なお、この実施形態では、気体４とし
て空気を用いているが、空気以外の気体を用いてもよい。
【００１７】
　保形枠体２は、図２に示すように、一対の枠部材２ａ，２ｂを所定の間隙を存して互い
に突き合わせた構成になっている。各枠部材２ａ，２ｂはそれぞれ、図１に示すように、
正面視で格子形状を有して矩形状の外形に形成されており、この一対の枠部材２ａ，２ｂ
が、図２に示すように、遮音部材１の外周縁部を間に挟み込んだ状態で互いに突き合わさ
れている。具体的には、図２に示すように、両枠部材２ａ，２ｂの各々の一面の外周縁部
から一体に突設された当接用突部２ｃ，２ｄが遮音部材１の外周縁部を挟み込んで互いに
当接されている。これにより、保形部材２は、両枠部材２ａ，２ｂが両当接用突部２ｃ，
２ｄの各々の突出長さの合計に相当する間隙を存して相対向され、所定の体積を有する内
部空間が形作られた偏平な箱状になっており、その内部空間に遮音部材１が内包されてい
る。この保形枠体２の内部空間は、遮音部材１が内部に気体４を供給されて膨張するとき
に、遮音部材１が所定形状よりも大きく膨張するのを規制する。なお、図２では、遮音部
材１の厚みおよび保形枠体２の両枠部材２ａ，２ｂの間隔を、図示便宜上、それぞれ誇張
して大きく図示しているが、実際には、遮音部材１が極めて薄いフィルム状素材により密
閉袋体に形成されており、保形枠体２が、各当接突部２ｃ，２ｄの突出長さを小さく設定
して、両枠部材２ａ，２ｂが非常に小さな間隔で対面配置された構成になっている。
【００１８】
　支持枠体３は、図２に示すように、保形枠体２よりも各開口面積が大きな格子形状で、
図１に二点鎖線で示すように、保形部材２よりも僅かに大きな外形の矩形状になっている
。この支持枠体３は、一対の枠部材３ａ，３ｂを互いに突き合わせた配置で固定されてい
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る。具体的には、各枠部材３ａ，３ｂの各々の相対向する一面の外周縁部から一体に突設
された連結突部３ｃ，３ｄが遮音部材１の外周縁部を挟み込んで互い当接した状態で、両
連結突部３ｃ，３ｄが連結具８により連結されている。支持枠体３は、両連結突部３ｃ，
３ｄが互いに連結されたときに、保形枠体２の両枠部材２ａ，２ｂの外周縁全体を、両連
結突部３ｃ，３ｄに形成された凹部に嵌め込んで当接状態に固定される。両枠部材３ａ，
３ｂの格子形状を形作る桟部３ｅ，３ｆは、保形枠体２の格子面に対し直交方向に薄い厚
みで延びる形状になっており、これら桟部３ｅ，３ｆの内方側端面が保形枠体２の両枠部
材２ａ，２ｂの格子面に当接している。なお、この実施形態では、保形枠体２および支持
枠体３をそれぞれ格子形状とした場合を例示しているが、格子形状に限らず、例えば、ハ
ニカム形状のように多数の開口を有する素材で形成されていればよく、また、各々の外形
が矩形状である必要は無く、使用形態に応じて任意の外形とすることができる。
【００１９】
　図１に示すように、圧力制御ユニット７は、遮音部材１の内部に気体４を供給するポン
プ９と、このポンプ９により供給された気体４を遮音部材１内に封止する逆止弁１０と、
遮音部材１内の気体４を外部に排出する排気弁１１と、遮音部材１内の気体４の圧力を計
測して圧力検知信号を出力する圧力計１２と、ポンプ９の駆動および排気弁１１の開閉を
制御するコントローラ１３と、手動操作によりコントローラ１３に対し所望の設定信号を
入力する操作盤１４とを備えて構成されている。また、図示を省略しているが、圧力制御
ユニット７は、駆動電源となる電池などを備えているのは勿論である。なお、圧力制御ユ
ニット７は、遮音部材１に対して気体４の供給と排出とを行えれば足りるので、ポンプ９
、逆止弁１０および排気弁１１を少なくとも備えているだけでもよい。
【００２０】
　つぎに、この実施形態の遮音構造体の作用の説明に先立って、この遮音構造体を案出す
るに至った着眼点について説明する。有限の大きさを有するパネル体における音の透過は
、パネル体への入射音波によってパネル体自体が振動し、その振動によってパネル体の透
過側の空気粒子が振動することにより、透過側に音波を放射することによって生じる。こ
こで、入射音の音響インテンシティをＩｉ　、透過音の音響インテンシティをＩｏ　とす
ると、音の透過率τは、τ＝Ｉｏ　／Ｉｉ　となり、音の透過損失ＴＬは、ＴＬ＝１０ｌ
ｏｇ（１／τ）で定義される。透過損失ＴＬが大きいほど大きな遮音効果が得られること
になるから、パネル体の遮音効果を増大させるには、入射音波に対してパネル体が振動し
難くすればよいことになり、この点に着目した。
【００２１】
　一般に、有限の大きさを有するパネル体の透過損失は、前述の質量則の法則に依存し、
図７に二点鎖線で示すようにパネル体の面密度（単位面積当たりの質量）が大きくなるの
に伴ってパネル体が振動し難くなることから、図７の周波数領域Ｂに示すように、高い周
波数ほど透過損失が大きくなる。有限の大きさを有するパネル体は必ずその一次共振周波
数ｆｒ１を持ち、その一次共振周波数で非常に振動し易くなって透過損失が小さくなる。
その一次共振周波数以下の図７の周波数領域Ａでは、パネル体の振動し易さがパネル体自
体の剛性に依存し、入射音波の周波数が低周波になるにしたがって透過損失が大きくなる
。この現象は剛性則と称される法則である。したがって、重量の増大を招く面密度を大き
くすることなしに、換言すれば質量則に依存せずに大きな透過損失を得るには、剛性を高
くして振動し難くすればよいので、この技術思想を具現化したのが第１実施形態の遮音構
造体である。
【００２２】
　この第１実施形態の遮音構造体の作用について、図３を参照しながら詳述する。図１の
操作盤１４の昇圧キー（図示せず）を押圧操作したのち、操作盤１４のテンキー（図示せ
ず）の操作により所望の圧力値をコントローラ１３に対し設定入力すると、コントローラ
１３は、ボンプ９を駆動させて遮音部材１内に気体４を供給し、圧力計１２から入力する
圧力検知信号が、操作盤１４から設定入力された圧力値となったときに、ポンプ９の駆動
を停止するよう制御する。これにより、薄いフイルム状素材からなる遮音部材１は、内部
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に供給された気体４の圧力が高くなるのに伴い膨張して、図３（ａ）に示すように、保形
枠体２に強く押し付けられる。このとき、遮音部材１は、保形枠体２の格子形状を形作る
多数の開口に対向する部分がそれぞれ開口の内部に入り込む状態で保形枠体２に張り付き
状態に押し付けられる。
【００２３】
　そのため、遮音部材１には大きな張力が付与される結果、遮音部材１は、図３（ａ）に
矢印で示す入射音波に対する剛性が格段に増大するので、剛性則によって極めて振動し難
い状態となる。これにより、この遮音構造体は、入射音波が殆ど透過しない状態にまで透
過損失が高まり、優れた遮音効果が得られる。また、遮音部材１は、格子状の保形枠体２
に張り付く状態に押し付けられるから、格子状を形作る多数の開口部で仕切られた小さな
矩形状の膜状体の集合と見做すことができ、この小さな膜状体の共振周波数は非常に高い
ものとなるから、騒音発生が問題となる広い周波数領域において剛性則に従って高い遮音
効果が得られる。また、保形枠体２の共振周波数に相当する音波が入射した場合には、そ
の共振周波数による透過損失が若干落ち込むが、保形枠体２の減衰も大きいため、透過損
失の大きな落ち込みが生じない。
【００２４】
　この遮音構造体を例えば部屋の仕切り壁や窓口仕切りなどに採用するときに、隣部屋な
どに対して遮音状態とコミニケーションを図れる状態とに相互に適宜切り換えたい場合が
ある。例えば、遮音状態からコミニケーションを図れる状態に切り換える場合には、操作
盤１４の降圧釦（図示せず）を押圧操作したのち、操作盤１４のテンキーの操作により０
の圧力値をコントローラ１３に対し設定入力すると、コントローラ１３は、排気弁１１を
全開状態に開弁するよう制御する。これにより、遮音部材１内の気体４は排気弁１１を通
じて殆ど外部に排出され、遮音部材１の気体４の内圧はほぼ０となる。このとき、遮音部
材１は、図３（ｂ）に示すように、内圧が０となることによって保形部材２への押し付け
が解除されて、張力が無くなるのに伴って剛性が殆ど無くなり、一次共振周波数ｆｒ１（
図７）が０に近くなる。この状態の遮音構造体は、剛性による遮音効果が殆ど無くなると
ともに、遮音部材１がフィルム状素材で形成されて非常に軽量であるから、質量則による
遮音効果も極めて小さいので、透過損失がほぼ０となる。そのため、遮音構造体への入射
音波がそのまま遮音構造体を透過するので、遮音構造体が存在するにもかかわらず、隣部
屋などに対して自由にコミニケーションを図れる状態となる。この遮音状態と遮音解除状
態の切り換えは操作盤１４を手動操作するだけで自動的に、且つ迅速に行える。
【００２５】
　この遮音構造体の遮音効果を確認するための実験を行い、図４に示すような測定結果を
得た。その実験は、実施形態の遮音構造体を同一径の二つのパイプの間に挟み込むように
配置し、遮音構造体の遮音部材１の内圧を順次変えながら、音源から一定の出力で発生音
を一方のパイプに入射し、他方のパイプから出力する放射音を測定した。図４は、実験の
測定結果に基づいて、遮音構造体を配置しないとき（或いは遮音部材１の内圧を０に設定
したとき）の放射音と、配置した遮音構造体の遮音部材１の内圧を順次変更したときの放
射音との音圧スペクトルの差を挿入損失として算出し、入射音波の周波数に対する挿入損
失の関係を表したものである。図４のＨ、Ｍ、Ｌの各特性曲線はそれぞれ、遮音部材１の
内圧をそれぞれ２５０Ｐａ、１００Ｐａ、２５Ｐａに設定したときの測定結果である。こ
の挿入損失は、遮音構造体を配置しない場合に対して遮音構造体を配置することで得られ
る遮音量に相当するから、遮音部材１の内圧を上昇させるのに伴って遮音部材１の剛性が
高くなり、遮音量が増大することが判明した。
【００２６】
　図５は、図４の入射音波の周波数と挿入損失の関係を入射音波の周波数と透過損失との
関係に変換して遮音部材１の内圧による遮音効果を定性的に表したものである。図５のｈ
、ｍ、ｌの各特性曲線は、遮音部材１の内圧をそれぞれ２５０Ｐａ、１００Ｐａ、２５Ｐ
ａに設定したときの測定結果であり、ｚの特性曲線は遮音部材１の内圧を０Ｐａに設定し
たときの測定結果である。図５から明らかなように、遮音部材１の内圧を上昇させるのに
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伴って遮音部材１の剛性が高くなっていき、それに対応して遮音効果が確実に増大するこ
とが確認できた。特に、この遮音構造体は、既存の遮音構造体では大きな遮音効果が得ら
れ難い低周波領域の入射音波に対して大きな遮音効果が得られることも確認できた。この
遮音構造体では、操作盤１４の手動操作により遮音部材１の内圧を任意の圧力値に設定入
力できるので、その内圧を変更することにより、図５に示すような所望の周波数特性を持
つ透過損失が得られるように設定することができる。
【００２７】
　また、第１実施形態の遮音構造体は、可撓性を有するフィルム状素材で密閉袋状に形成
した単一の遮音部材１を保形枠体２に内包した状態で支持枠体３で固定し、管部材を介し
て遮音部材１を圧力制御ユニット７に連通するだけで達成できる。したがって、この遮音
構造体は、上述した特許文献１の遮音構造体のように、空気を封入した気泡体が多数形成
された可撓性の遮音シートを渦巻き状に巻回して円柱形状としたシートロールを保持枠と
押え枠とで挟み込んで圧縮力を付与する構造に比較して、格段に構成が簡素化されている
のに伴って安価なものになっている。
【００２８】
　また、支持枠体３は、両枠部材３ａ，３ｂの桟部３ｅ，３ｆが保形枠体２の長さ方向に
対し直交方向に延びる形状を有しており、その桟部３ｅ，３ｆの先端面を保形枠体２に押
し付けることで保形枠体２を両側から挟み付けて保持するようになっている。したがって
、桟部３ｅ，３ｆは、軽量な素材で薄い厚みに形成しても、高い曲げ剛性を有して保形枠
体２を確実に支持できるものとなる。そのため、保形部材２としては、実施形態の格子体
に代えて、金網やハニカム体などを用いることもできる。また、この支持枠体３は、桟部
３ｅ，３ｆを薄い厚みに形成できるのに伴って桟部３ｅ，３ｆによって格子状が形作られ
る各開口部を大きな開口面積を有する形状とすることができる。これにより、支持枠体３
は、保持枠体３の桟部３ｅ，３ｆを軽量な素材で薄い厚みに形成して開口面積の大きな開
口部を有する格子形状とすることができることから、格段に軽量なものになるとともに、
開口面積の大きな開口部を通じて音波を効率的に入射させることができる。これにより、
この遮音構造体は、いずれも軽量な遮音部材１、保形枠体２および支持枠体３で構成され
るので、格段の軽量化を図ることができることから、取扱いが極めて容易なものとなる。
【００２９】
　図６（ａ），（ｂ）は、本発明の第２実施形態に係る遮音構造体を示す正面図および縦
断面図であり、同図において、図１および図２と同一または相当するものには同一の符号
を付してある。この実施形態の遮音構造体は、遮音量を変更することなく常に所定の遮音
量が恒久的に得られれば足りる用途に採用されるものである。そこで、この第２実施形態
の遮音構造体は、一実施形態の圧力制御ユニット７を削減して、遮音部材１が、気体４が
所定圧力になるまで内部に供給して封止された構成になっている。この遮音部材１は複数
設けられており、それら各遮音部材１は、一実施形態のものとほぼ同一構成を有する保形
枠体２の一対の枠部材２ａ，２ｂの間にそれぞれ挟み込まれた状態で、保持枠体１７にお
ける格子状を形作る複数の開口部の内部に嵌め込まれて保持されている。
【００３０】
　この遮音構造体の遮音部材１は、保形枠体２に内包した遮音部材１に気体４を所定圧力
になるまで供給する一実施形態のものと異なり、保形枠体２に内包する前に所定圧力にな
るまで気体４を供給して封止する手順で製作されることになる。したがって、この実施形
態の遮音部材１は、気体４の供給に伴い膨張して変形するときに、保形枠体２による形状
の規制ができないので、一実施形態のものより外形の小さなものを複数用意するのが一般
的である。
【００３１】
　保持枠体１７は、一対の枠部材１７ａ，１７ｂが互いに合体された構成になっている。
すなわち、各枠部材１７ａ，１７ｂは、各々の内面の外周縁から一体に突設された連結突
部１７ｃ，１７ｄが互いに当接して連結具１８で連結されているとともに、各枠部材１７
ａ，１７ｂの格子状を形作る桟部１７ｅ，１７ｆも互いに当接している。したがって、こ
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の保持枠体１７は、桟部１７ａ，１７ｆにより正方形に区画された複数の開口部を形成さ
れており、その各開口部にそれぞれ、保形枠体２に内包された遮音部材１が嵌め込まれた
状態で固定されている。保形枠体２は、両保持枠体１７の連結突部１７ｃ，１７ｄの内面
および各桟部１７ｅ，１７ｆの先端面近傍の両側部からそれぞれ一体に突設された固定突
部１７ｇ，１７ｈにより外周縁部が両側から挟み込まれることより固定されている。この
実施形態の保形枠体２としては、遮音性の高い素材で形成されて剛性の高いもの、例えば
、プラスチックダンボールなどを用いることができる。
【００３２】
　この遮音構造体は、遮音量を可変調節することができないが、第１実施形態で説明した
と同様に、安価に製造できる簡単な構造で、且つ軽量化を達成しながらも、優れた遮音効
果が得られるものであるから、種々の建造物における遮音壁体などに好適に採用すること
ができる。
【００３３】
　なお、第２実施形態の遮音構造体は、保持枠体１７が一対の枠部材１７ａ，１７ｂを合
体した構成となっているが、この構成に代えて、複数の保持孔を有する一体構成の保持枠
体を設け、この保持枠体の各保持孔に、遮音部材１を内包した保持枠体２をそれぞれ嵌め
込んで固定する構成としてもよい。
【００３４】
　図８は本発明の第３実施形態に係る遮音構造体を示す要部の縦断面図である。この遮音
構造体は、第２実施形態の構造をさらに簡素化したものになっている。すなわち、遮音部
材１は、気体４が所定圧力になるまで内部に供給して封止されており、この遮音部材１が
複数設けられている。それら各遮音部材１は、第２実施形態のものとほぼ同一構成を有す
る保形枠体２の一対の枠部材２ａ，２ｂの間にそれぞれ挟み込まれた状態で、保形枠体２
の厚みに相当する間隙を存して相対向する配置で設けられ一対の壁面板１９Ａ，１９Ｂの
間に挿入されており、一対の壁面板１９Ａ，１９Ｂは既存の一般的な壁面体に使用されて
いるものと同等のものである。この一対の壁面板１９Ａ，１９Ｂは、第２実施形態の遮音
構造体における保持枠体１７と同様に、保形枠体２の一対の枠部材２ａ，２ｂを互いに対
面して突き合わされた状態に保持するように機能する。この遮音構造体は、遮音量を可変
調節することができないが、第２実施形態のものよりも更に簡素化された構造となって一
層の軽量化を達成しながらも、優れた遮音効果が得られるものであるから、種々の建造物
における安価で軽量な遮音壁面体を安価に提供できる。
【００３５】
　図９（ａ），（ｂ）は、本発明の第４実施形態および第５実施形態にそれぞれ係る遮音
構造体を示す要部の縦断面図である。図９（ａ）の第４実施形態の遮音構造体は、保形枠
体２０を構成する一対の枠部材２０ａ，２０ｂがそれぞれ、外面が平坦面で、且つ内面が
凹凸面に形成されており、保形枠体２０が、一対の枠部材２０ａ，２０ｂを各々の凹凸面
が相対向する配置で間に遮音部材１を挟み込んだ状態で互いに合体することにより構成さ
れている。一方、図９（ｂ）の第５実施形態の遮音構造体は、保形枠体２１を構成する一
対の枠部材２１ａ，２１ｂがそれぞれ、薄い平板２２の一面に金網２３を貼着して形成さ
れており、保形枠体２１が、一対の枠部材２１ａ，２１ｂを各々の金網２３が相対向する
配置で間に遮音部材１を挟み込んだ状態で互いに合体することにより構成されている。
【００３６】
　第４実施形態の遮音構造体は、一対の枠部材２０ａ，２０ｂを所定の間隔で相対向させ
て互いに固定することにより偏平な箱状の保形枠体２０が構成され，この保形枠体２０に
内包した遮音部材１を、これの内部に気体を所定圧力になるまで供給して封止する手順で
構成される。したがって、遮音部材１は、図９（ａ）の図示状態から気体が所定圧力まで
供給されて膨張することにより、保形枠体２０の枠部材２０ａ，２０ｂの各々の凹凸面に
強く押し付けられて、その凹凸面の凹部に対向する部分がそれぞれ凹部の内部に入り込む
状態で枠部材２０ａ，２０ｂの凹凸面に張り付き状態となって大きな張力が付与される結
果、入射音波に対する剛性が格段に増大するので、剛性則によって極めて振動し難い状態
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となって優れた遮音効果が得られる。
【００３７】
　第５実施形態の遮音構造体においても同様に、一対の枠部材２１ａ，２１ｂを所定の間
隔で相対向させて互いに固定することにより、偏平な箱状の保形枠体２１を構成した図９
（ｂ）の図示状態から、保形枠体２１に内包した遮音部材１の内部に気体を所定圧力にな
るまで供給して封止する手順で構成するものを例示している。したがって、遮音部材１は
、気体が所定圧力まで供給されて膨張することにより、保形枠体２１の枠部材２１ａ，２
１ｂの各々の金網２３に強く押し付けられて、その金網２３の小さな網目部に対向する部
分がそれぞれ網目部の内部に入り込む状態で保形枠体２１に張り付き状態となって大きな
張力が付与される結果、入射音波に対する剛性が格段に増大するので、剛性則によって極
めて振動し難い状態となって優れた遮音効果が得られる。なお、上述した製作手順に代え
て、遮音部材１には気体４を予め所定圧力まで封入しておき、複数配列した遮音部材１を
、一対の枠部材２０ａ，２０ｂ、２１ａ，２１ｂで両側から挟み込んだ状態で、一対の枠
部材２０ａ，２０ｂ、２１ａ，２１ｂを互いに合体固定するようにしてもよい。
【００３８】
　ところで、第４実施形態の遮音構造体の保形枠体２０は、一対の枠部材２０ａ，２０ｂ
の各々の内面側が凹凸面になっていることから厚みの薄い凹部が散在しているので、その
凹部を強制的に変形させて湾曲形状に屈撓させることができる。一方、第５実施形態の遮
音構造体の保形枠体２１は、一対の枠部材２１ａ，２１ｂを、平板２２または金網２３の
少なくとも一方を所要の湾曲形状に変形させた状態で平板２２と金網２３とを互いに合体
して固着することにより、所要の湾曲形状を有する保形枠体２１を形成することができる
。したがって、第４及び第５実施形態の各遮音構造体は、航空機や車両などの湾曲形状を
有する遮音胴体の構成要素として好適に応用することが可能である。すなわち、第４実施
形態の遮音構造体は、図９（ｃ）に示すように、航空機や車両などの湾曲形状の中空胴部
２４を構成する一対の胴部材２４ａ，２４ｂの間に、保形枠体２０の枠部材２０ａ，２０
ｂを中空胴部２４の湾曲形状に沿って変形させながら押し込んでいき、中空胴部２４内に
遮音構造体を挿入し終えた時点で、遮音部材１を、気体を所定圧力になるまで供給して封
止することにより、航空機や車両などの遮音胴体を容易に構成することができる。
【００３９】
　一方、第５実施形態の遮音構造体は、図９（ｄ）に示すように、保形枠体２１の枠部材
２１ａ，２１ｂを、航空機や車両などの中空胴部２４を構成する一対の胴部材２４ａ，２
４ｂに対応する湾曲形状に予め形成しておき、この保形枠体２１を一対の胴部材２４ａ，
２４ｂ間に押し込んで挿入し、中空胴部２４内に遮音構造体を挿入し終えた時点で、遮音
部材１を、気体を所定圧力になるまで供給して封止することにより、航空機や車両などの
遮音胴体を容易に構成することができる。
【００４０】
　なお、本発明は、以上の実施形態で示した内容に限定されるものでなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲内で、種々の追加、変更または削除が可能であり、そのようなものも本
発明の範囲内に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明の遮音構造体は、部屋の仕切り壁や窓口の遮蔽体として用いれば、遮音状態と遮
音解除状態とに任意に切り換えることにより、利便なものとなり、また、軽量で高い遮音
効果が要求される航空機や車両の胴体部分に好適に採用することがで、さらに、住宅の壁
や天井などにも用いることができる。
【符号の説明】
【００４２】
１　遮音部材
２　保形枠体
３　支持枠体
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３ａ，３ｂ　枠部材
３ｅ，３ｆ　桟部
７　圧力制御ユニット
９　ポンプ
１０逆止弁
１１　排気弁
１２　圧力計
１３　コントローラ
１４　操作盤
２０，２１　保形枠体
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